
バニュワンギ県にある成層火山であり、火山群の中には、
およそ20キロメートル幅の大きなカルデラがあります。

福島県企業にて2号実習中の
ゲタルさん

実習生の写真
テーマ：仲間との日常 リアン先生と福島県の

企業で実習している
フェンディさん

バイトゥラフマングランドモスク

インター通信

インター通信

2026年の抱負
「2026年の抱負はなんですか？」と実習生に聞いてみました！
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インドネシアののマドゥラ島で開催される雄牛のレース

これからはもっともっと成長したくて、2025年に日本語能力試験N3に合格するように一生懸命勉強したいと思います。

栃木の企業にてリネンサプライで実習しているミラニさん（2025年4月配属）

去年は、日本語の勉強と仕事を通して、多くのことを学びました。日本で
働くのは初めての年でしたが、乗り越えることができました。日常生活の中
で、コミュニケーションや責任の大切さを学びました。大変なこともありま
したが、その経験から学び、成長することができました。
今年は、日本語能力をさらに向上させ、より高いレベルのJLPT合格を目指

したいです。日本語も流暢に話せるようになりたいと思っています。また、
仕事でも成長し、どんな状況でも自信を持って行動できる人になりたいです。

茨城県の企業にて溶接で実習しているアンドレスさん（2023年10月配属）

2026年、自分自身を向上させたいと思っています。考え方を変えること
から始めて、良い習慣を身につけ、目標を達成するために努力したいです。
2025年には、良い習慣の大切さを学びました。例えば、ただTikTokを

見るのではなく、お金や健康についてのポッドキャストを聞いたり、役に
立つ本を読んだりすることの方が自分のためになると気づきました。
また、勉強を後回しにしないことの大切さも学びました。仕事が終わっ

て家に帰ってやろうと思わずに、昼休みなどの空いた時間に少しでも勉強
を始めることが重要だと分かりました。

静岡県の企業にて金属プレス加工で実習しているタシャさん（2022年9月配属）

2026年の目標は、今の仕事をしっかり続けることです。日本語の勉強を
もっと頑張って、前回とは違うレベルのJLPT試験を受けたいと思っていま
す。その他にも色々な試験に挑戦して、日本でより長く働けるようになり
たいです。2025年に叶わなかった夢を、2026年には実現させたいと考え
ています。
2025年には大切なことを学びました。一度決めたことは自信を持って進む
こと、「できないかもしれない」という不安を持たないことです。どんな
ことも前向きに考えて、自分の成長のチャンスにすることが大事だと分か
りました。そして、人生で出会う全てのものは、いつか予想もしない時に
別れがあるということも学びました。

Air tenang menghanyutkan
(アイル・トゥナン・ムンハニュトカン)

インドネシア語の慣用句

例文：Rekan kerja saya jarang berbicara, tapi bagaikan air tenang menghanyutkan,
dia selalu menyelesaikan target lebih cepat dari yang lain.

私の同僚はあまり話しませんが、静かな水が流れを運ぶように、いつも他の人より早く目標を達成します。

意味： 静かな水が流れを運ぶ

日本の似たことわざ: 能ある鷹は爪を隠す
共通点:どちらも、本当に優れた人は静かに働き、自分の能力をひけらかさないという教えです。

謙虚さと実力の大切さを伝えています。



インター協同組合

【発行元】

〒105-0022 東京都港区海岸1-9-18
国際浜松町ビル2F

TEL：03-5408-3611 FAX：03-5408-3612

Instagram       Facebook

特定技能定期届出書について

ブルサトゥ キタ テグ ブルチュライ キタ ルントゥ

Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.
1つになれば強くなる、バラバラになれば滅びる

→三人寄れば文殊の知恵。
bersatu＝1つになる、 teguh＝丈夫な

bercerai =バラバラになる、runtuh =崩壊する

早いもので、新年度が始まり半月が過ぎました。例年通
り、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護
に関する法律に基づき、外国人技能実習機構へ「実施状況
報告書」を提出する時期となりました。

代表理事
高木の挨拶

(例文)

ブルサトゥ キタ テグ ブルチュライ キタ ルントゥ、

Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh,

オレ カルナ イトゥ サヤ インギン ムングンプルカン

 oleh karena itu saya ingin mengumpulkan

プンダパット カリヤン スムア

 pendapat kalian semua.

※三人寄れば文殊の知恵ですから、皆さんのアイデアを

集めたいと思います。

MINORI在籍中の
実習生たち

6月は「外国人雇用啓発月間」です

今日日本では多くの外国人が就労しています。そこで、今月
（6月）は「外国人雇用啓発月間」について皆様に共有させてい
ただきます。
外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態で

の雇用が多く、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事
例などが見られています（厚生労働省HP参照）。
この状況を受け、政府全体として毎年6月を「外国人労働者問

題啓発月間」と位置付けており、厚生労働省は事業主等をはじ
め国民一般に対して適正な外国人雇用についての啓発活動を
「外国人雇用啓発月間」として定められています。

労働法令を守り、労働・社会保険に入っていますか？
日本語教育や生活上・職務上の相談に配慮していますか？
外国人の雇入れ・離職時に、ハローワークへ外国人雇用状況

届出を出していますか？

不法就労者の雇用は不正行為とみなされ、技能実習生および特
定技能生の受け入れ停止にもつながりますのでご注意ください。

特定技能外国人をお受け入れ中の企業様は、昨年度まで四半期に1度入国管理局へ「定期届出書」のご提出が必須
でしたが、2025年4月1日から、1年に1度の提出に変更となりました。
初回の定期届出は、（2026年4月1日から5月31日までの間）に提出が必要となります。
また、登記簿謄本や住民票・社会保険料等の納付証明書などご準備いただき提出いただく必要がございます。
具体的な詳細につきましては、まだ入国管理局から公開されておりませんので公開され次第、ご共有させていた

だきます。

本年も適正な運用に向け、引き続きご理解・ご協力のほど
よろしくお願いいたします。

実地監査とは、実習実施者（企業様）に対して3年に1度のタ
イミングで行われています。
コロナ禍が落ち着いた昨今、コロナ前同様、機構職員の方が

抜き打ちで実習実施者を訪問されるケースも戻ってきはじめた
ように思います。
多くは、事前に監理団体もしく実習実施者に連絡後、日程調

整を行った後監査を行うという場合もあります。管轄する機構
事務所によって傾向が異なっているように思います。

4月以降でも5社の企業様に実地監査が入りました。
今回は健康診断について下記、簡単ではございますが監査時

にチェックされるポイントを記載させていただきましたので、
ご参考いただければと思います。
何かご不明な点がございましたら、お尋ねいただければと思

います。

新首都 ヌサンタラ

ベンジョール

2022年3月に新型コロナウイルスの感染拡大に伴う入国制限を緩和したことにより6か月以上待機していた多くの技能実習生が入国し、
その実習生たちがちょうど2025年3～4月に技能実習2号を修了し3年の実習満了を迎えます。

2025年1～4月にかけて「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更の申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や通常期よ
り審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想される旨の通知が入国管理局より発表されています。
できる限り、私どもも引き続き早め早めの申請を行ってまいります。また書類の不足も申請の遅延につながってまいりますので、

必要書類を案内させていただきましたら引き続き期限内のご提出をよろしくお願い申し上げます。
在留期限までに変更・更新の手続きを行っていましたら、在留期限+特例期間2か月まで引き続き在留できます。
これまでの傾向として、早めに申請を行っても特例期間終了のギリギリに許可が下りることが多くありました。今回もこのように

ギリギリとなってしまうことが見受けられると考えられますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

出入国在留管理局ホームページより引用 https://www.moj.go.jp/isa/10_00217.html

「育成就労制度」の最新情報

新首都ヌサンタラは、現在の首都であるジャカルタ（ジャワ島）から飛行機で
2時間、ヌサンタラがある島（カリマンタン島）のバリクパパンという都市にま
ず行きます。
その後、バリクパパンからヌサンタラへ車移動で2時間半くらいかかるとのこと
です。首都移転にすごく巨額の費用がかかることが懸念されているのも納得でき
る理由だと思います。

新首都 ヌサンタラ

PT.WATARI社のメンバー

現行の「技能実習制度」に代わる新しい制度として「育成就労制度」が2027年4月1日から施行されます。
育成就労制度の目的は、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに
人材の確保です。
育成就労分野は、特定技能制度の受入れ分野である特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相
当なもの、となります。在留資格は「育成就労」です。
施行日（2027年4月1日）前に入国し、施行日時点で現に技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を行うこ
とができます。

参照元：出入国在留管理局HP：https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

Ｑ１：育成就労計画の認定申請は、いつから申請することができますか？
Ａ：現在調整中です。令和8年度には受付開始される予定ですが、詳細は追って公表される予定です。

Ｑ２：技能実習は1号～3号までの区分がありますが、育成就労においても区分がありますか？
Ａ：育成就労制度においては、区分はありません。
そのため、通算3年の育成就労について事前に定めた計画を作成して認定を受ける必要があります。

Ｑ３：受入れ機関（育成就労実施者）が受入れられる人数に上限はありますか？
Ａ：あります。1年目から3年目までの育成就労外国人の合計に対する上限となります。
技能実習制度同様、優良要件も存在しますので、優良として認められる受入れ機関は人数枠を拡大することも可能
です。

Ｑ４：育成就労制度がスタートした時にすでに来日している技能実習生はどうなりますか？
A：2027年4月1日にすでに来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続ける
ことが可能です。技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号へも移
行可能です。 参照元：出入国在留管理局HP：https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

引き続き育成就労制度の詳細が公表され次第、随時ご共有させていただければと存じます。

【技能実習制度との比較】

技能実習制度 育成就労制度

目的 人材育成を通じた国際貢献 人材育成と人材確保

在留資格 技能実習1号、2号、3号 育成就労

期間 1号（1年）、2号（2年）、
3号（3年）

原則3年

転籍 やむを得ない場合を除き、
原則として認められない

やむを得ない場合に加え、
1～2年経過で
本人希望により転籍可

前職要件 あり なし

帰国後の技能活用 復職または送出機関が技能を
活用できる就職先をあっせん
することが求められる

なし

日本語能力の要件 介護以外はなし あり

特定技能1号への移行 同一職種の場合、試験免除 試験合格が必要

表 参照元：JITCO（公益財団法人 国際人材機構よりhttps://www.jitco.or.jp/esd/
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